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別表一（一）

30欄に記載がある場合には、適用額明細書の記載が必要です。

中小企業者等の法人税率の特例を適用している場合に
は、適用額明細書の
　①租税特別措置法の条項欄に、
　　　　「第42条の３の２第１項第１号」又は「同第２号」
　②区分番号に、「00001」又は「00002」※
　③適用額欄に、当該別表一(一）30欄の金額（円単位）
を記載してください

30欄

※第42条の３の２第１項第１号「00001」
　普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資
金の額が一億円以下であるもの若しくは資本金若しくは出資を有しないもの又
は人格のない社団等

※第42条の３の２第１項第２号「00002」
　一般社団法人,一般財団法人(非営利型法人に限る）、公益社団法人、公益財
団法人、認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、政党法人、防災
街区整備事業組合、特定非営利活動法人、マンション建替組合等


